
島 根 県 報第�����号 平成��年�月�日 (�)

� �

� �

温泉法施行細則の一部を改正する規則 (薬 事 衛 生 課) �

� �

島根県立中部情報化センターの使用料の還付金の支出事務の委託 (情 報 政 策 課) 	

島根県芸術文化センターの使用料及び観覧料の徴収事務並びに使用料及び観覧料 (文 化 国 際 課) 	

の還付金の支払事務の委託

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) 	

土地改良区の定款変更の認可 (農 村 整 備 課) 	

土地改良事業計画書の縦覧 ( 〃 ) 	

保安林予定森林（
件） (森 村 整 備 課) �

島根県立産業高度化支援センターの指定管理者の指定 (産 業 振 興 課) �

大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗に係る事項の変更の届出 (経 営 支 援 課) �

地籍調査の成果の認証 (用 地 対 策 課) �

県道の路線の認定 (道 路 維 持 課) �

道路の区域の変更 ( 〃 ) �

道路の供用開始 ( 〃 ) �

島根県立浜山公園の指定管理者の指定 (都 市 計 画 課) �

島根県立石見海浜公園の指定管理者の指定 ( 〃 ) 

島根県立万葉公園の指定管理者の指定 ( 〃 ) 

� �

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧 (環境生活総務課) 

特定非営利活動法人の定款の変更の申請に係る書類の縦覧 ( 〃 ) ��

特殊肥料の検査結果の公表 (農畜産振興課) ��

水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画 (島根県 (水 産 課) ��

栽培漁業基本計画) の策定

����

開票区の設定 ��

不在者投票を行うことができる施設の指定 ��

不在者投票を行うことができる施設の住所表記の変更 ��

個人演説会を開催することができる施設の指定 ��

個人演説会を開催することができる施設の住所表記等の変更 ��

� 	

平成��年��月��日付け島根県報号外第��号中 (環 境 政 策 課) �

平成��年�月��日付け島根県報号外第���号中 (建 築 住 宅 課) �

平成��年�月��日付け島根県報第����	号中 ( 〃 ) �

����������������������������������������������������
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平成��年�月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

� �

温泉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

温泉法施行細則の一部を改正する規則

温泉法施行細則（昭和��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

様式第��号の備考を次のように改める。

備考

「掲示事項」は、下記事項を記載すること。

・ 源泉名

・ 温泉の泉質

・ 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度

・ 温泉の成分

・ 温泉の成分の分析年月日

・ 登録分析機関の名称及び登録番号

・ 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

・ 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

・ 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨（ろ過を実施している場合は、その旨を含む。）及びそ

の理由

・ 温泉に入浴剤（着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容

易に判別することができるものを除く。）を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤

の名称又は消毒の方法及びその理由

・ 浴用又は飲用の禁忌症

・ 浴用又は飲用の方法及び注意


 �

� この規則は、公布の日から施行する。

	 この規則による改正後の温泉法施行細則様式第��号の適用については、この規則の施行の日から平成��年
月��日ま

での間は、同様式中「温泉法施行規則」とあるのは、「温泉法施行規則の一部を改正する省令（平成��年環境省令第	

号）附則第	項の規定により同令の施行前に届け出ることができることとされる同令による改正後の温泉法施行規則」

とする。

第�����号 平成��年�月�日(�)

������������

◇���������� !"#$�� (規則第�号)

� 規則の概要

温泉を利用する施設内に掲示する事項を加えることとした。（様式第��号関係）

	 施行期日

公布の日から施行することとした｡
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島 根 県 報

� �

��������	


地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第�項の規定により、島根県立中部情報化センターの使用料の

還付金の支出事務を平成��年�月�日から大田市大田町大田イ�	�番地�財団法人しまね女性センターに委託したので、

島根県会計規則（昭和	
年島根県規則第��号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第��条第�項及び第���条の�第�項の規定により、島根県芸術文化セン

ターの使用料及び観覧料の徴収事務並びに使用料及び観覧料の還付金の支払事務を平成��年�月�日から松江市殿町��

番地財団法人島根県文化振興財団に委託したので、同令第��条第�項及び島根県会計規則（昭和	
年島根県規則第��

号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


介護保険法（平成�年法律第��	号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第�条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第�
�号）第	�条第�項の規定により、頓原町土地改良区の定款変更を平成��年�月��日付

けで認可した。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


土地改良法（昭和��年法律第�
�号）第
�条の�第�項の規定に基づき、次の者から市町村営土地改良事業の施行につい

て協議があり、同条第�項において準用する同法第�条第�項の規定により審査の結果、土地改良事業計画を適当と決定

したから次のとおり関係書類を縦覧に供する。

第�����号 平成��年�月�日 (	)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

医療法人 嘉本整形外科
通所リハビリ
テーション

デイケア嘉本 松江市西津田�丁目�番�号
平成��年
�月�日



島 根 県 報

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第	
条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

出雲市佐田町下橋波�続�

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第	
条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

出雲市佐田町毛津字谷尻�
、�����、����	

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

第����号 平成��年�月�日(�)

事業主体名 事 業 名
縦覧に供する書類
の名称

縦覧の期間 縦覧の場所

出雲市
園地区用排水施設事業（基盤整備促進
事業）

土地改良事業計画
書の写し

告示の日から��

日間
出雲市役所



島 根 県 報

��������	


次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成	
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

出雲市佐田町八幡原字蛇見�
�、�
�、宇米山���、宇空田��	、���

� 指定の目的

土砂の流出の防備

 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


島根県立産業高度化支援センター条例（平成	�年島根県条例第	�号）第	�条の規定に基づき指定管理者を指定したの

で、次のとおり告示する。

平成	
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立産業高度化支援センター

� 指定管理者

松江市北陵町�番地 財団法人しまね産業振興財団

 指定期間

平成	
年�月�日から年間

���������


大規模小売店舗立地法（平成	�年法律第�	号）附則第�条第�項の規定による届出があったので、同法第�条第項に

おいて準用する同法第�条第項の規定により次のとおり告示する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から�月以内に、次の�に定めるところにより意見を述べることができる。

平成	
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホームセンタージュンテンドー出雲北店 島根県出雲市高岡町	��
－	

第	����号 平成	
年�月�日 (�)



島 根 県 報

� 大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所

株式会社ジュンテンドー 代表取締役社長 飯塚道正 島根県益田市下本郷町���番地�

� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）��������㎡

（変更後）��������㎡

イ 駐車場の位置及び収容台数

（変更前）	��台

（変更後）	��台

ウ 駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）	
台

（変更後）��台

エ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（変更前）開店時刻�時 閉店時刻��時

（変更後）開店時刻	�時 閉店時刻翌�時

オ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）時��分から��時��分

（変更後）�時��分から翌�時��分

カ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）�時から��時

（変更後）�時から	�時

� 変更の年月日

平成	
年		月��日

� 届出年月日

平成	
年�月��日

� 届出及び添付書類の縦覧場所

出雲市産業振興部商工振興課（島根県出雲市今市町	��－	）

� 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

� 意見書の提出先

松江市殿町�番地 島根県商工労働部経営支援課

� 意見書に記載すべき事項

ア 氏名又は名称及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

� その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

��������	


国土調査法（昭和��年法律第	��号）第	�条第�項の規定に基づき、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条

第	����号 平成	
年�月日(�)



島 根 県 報

第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

道路法（昭和��年法律第���号）第�条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は、島根県土木部道路維持課及び浜田土木建築事務所において一般の縦覧に供する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第	項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�
日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第����
号 平成��年�月�日 (�)

調査を行っ
た者の名称

調査を行った時期
成 果 の 名 称

調査を行った地域 認証年月日
地 籍 図 地 籍 簿

美郷町 平成�年度～��年度 
�枚 	冊 酒谷① 平成��年�月�日

柿木村 平成�
年度～��年度 ��枚 	冊 大野原� 平成��年�月�日

浜田市 平成��年度 ��枚 	冊 田橋町① 平成��年�月�日

松江市 平成�
年度～��年度 �
枚 	冊 長海⑤ 平成��年�月�日

弥栄村 平成�
年度～��年度 ��枚 	冊 長安本郷⑤ 平成��年�月�日

津和野町 平成��年度～��年度 �枚 	冊 森村の一部 平成��年�月�日

金城町 平成��年度～��年度 ��枚 	冊 上来原Ⅰ 平成��年�月�日

整理番号 路 線 名
起 点

重要な経過地
管轄する土
木建築事務
所の名称

備 考
終 点

� 熱田インター線
浜田市熱田町 浜田土木建

築事務所熱田インター

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道
斐川一畑大
社線

出雲市河下町�
��番�

地先から同町�
�番�

地先まで

Ａ

前

Ｂ

メートル
����～

����

メートル
����

交通安全工事
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
ダブルウェイ解
消
迂回路撤去

�����～
�
���

�����

後 Ａ
����～

����
����



島 根 県 報

��������	


道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


島根県立都市公園条例（昭和
�年島根県条例第
�号）第��条の規定に基づき指定管理者を指定したので、次のとおり告

示する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立浜山公園

� 指定管理者

出雲市矢野町���番地 特定非営利活動法人出雲スポーツ振興��

第����号 平成��年�月	日(�)

〃
大社立久恵
線

出雲市高松町字北原��

�番�地先から同字��


番地先まで

前 Ａ
����～

�
���
�����

出雲土木建
築事務所

神戸川放水路事
業に伴う仮設道
設置
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
ダブルウェイ

Ａ

後

Ｂ

����～
�
���

�����


���～
�����

�����

〃 平田荘原線
出雲市灘分町��番�地
先から同町字二ノ切��

�番�地先まで

前
�����～

�����
�����

都市計画街路事
業

減幅

迂回路撤去
後

�����～
�����

�����

〃 浜田作木線
邑智郡邑南町下口羽��

��番	地先から同����

番��地先まで

前 ���� �����
川本土木建
築事務所

道路災害復旧工
事

拡幅後
�����～



���
�����

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機関の名称 備考

一般国道 
��号
隠岐郡西ノ島町大字美田字松田���番�

地先から同町大字浦郷字寺ノ谷��番�地
先まで

メートル
�������

平成��年
�月��日

隠岐支庁

〃 ���号
大田市川合町忍原字中曽根イ����番�地
先から同町忍原字大谷イ���番�地先ま
で

������
平成��年
�月	日

川本土木建築
事務所大田土
木事業所

県 道
大社立久恵
線

出雲市高松町字北原���番�地先から同
字��
番地先まで

����� 〃
出雲土木建築
事務所
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� 指定期間

平成��年�月�日から�年間

��������	


島根県立都市公園条例（昭和��年島根県条例第��号）第��条の規定に基づき指定管理者を指定したので、次のとおり告

示する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立石見海浜公園


 指定管理者

浜田市朝日町��番地�� 株式会社ＩＳＰ

� 指定期間

平成��年�月�日から�年間

���������


島根県立都市公園条例（昭和��年島根県条例第��号）第��条の規定に基づき指定管理者を指定したので、次のとおり告

示する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立万葉公園


 指定管理者

益田市大谷町��番地� 大畑建設株式会社

� 指定期間

平成��年�月�日から�年間

� �

特定非営利活動促進法（平成�年法律第�号）第�条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第
項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日


 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 かぜのゆめ

� 代表者の氏名

糸川礼子

� 主たる事務所の所在地

八束郡宍道町大字宍道���番地

第�����号 平成��年�月	日 (�)
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� 定款に記載された目的

この法人は、地域の豊かな自然の中で、心身共に健全な生活を目指して、学術文化芸術、又は、スポーツの振興を図

る活動を通して、一人一人が自分自身の体を知り、明るく元気な地域社会の構築に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第	
条第�項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第�項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ひまわり

 代表者の氏名

岡本久三

� 主たる事務所の所在地

浜田市佐野町イ	��番地

� 定款に記載された目的

この法人は、地域の高齢者に対して、デイサービスを通して介護者への介護指導及び健康相談を行う。また、ずっこ

け劇団による福祉施設の訪問と市民のふれあいの場を提供する事業を行い、地域福祉の発展及び地域の活性化に寄与す

ることを目的とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

肥料取締法（昭和	
年法律第�	�号）第��条第�項の規定に基づき、特殊肥料の検査の結果を次のとおり公表する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第����
号 平成��年�月�日(��)
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備考①…分析結果を実施した成分の略号は次の通りである。

���－銅全量、���－亜鉛全量、��－ひ素、��－カドミウム、	
－水銀、��－ニッケル、�－クロム、

��－鉛

備考②…特記あるものを除き、数値は現物当たりの値である。

水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画（島根県栽培漁業基本計画）の策定

沿岸漁場整備開発法（昭和��年法律第��号）第�条の�第�項の規定により、平成��年度を目標年度とする水産動物の

種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画を次のとおり定めたので、同条第�項の規定により公表す

る。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

本県沿岸・沖合域における水産資源は、漁獲努力量の過剰や各種産業活動に伴う漁場環境の悪化等により、総じて低位

に推移している。この影響を受けて、本県の水産業は大幅に漁獲量が減少し、減船や廃業を余儀なくされるなど危機的な

状況に至っている。

このため、水産資源の回復及びその持続的な利用を図るため、他の諸施策とも連携を取りながら、栽培漁業を積極的に

推進する必要がある。

栽培漁業は、自然界において水産動物の減耗が最も激しい卵から幼稚仔の時期を人間が管理し、これを天然の水域へ放

流した上で適切な管理を行い、対象とする水産動物の資源の持続的な利用を図ろうとするものであり、つくり育てる漁業

の中核をなす施策である。対象種の水産資源への加入量を積極的に増加させるだけでなく、放流水域における育成管理を

通じ、対象種以外の水産動物をも包括した資源管理の展開を促進し、水産資源の安定化と増大に資することを目的として

いる。

本計画においては、これまでの栽培漁業の成果や漁業関係者からの要望を基に、種々の漁業種類で漁獲され受益範囲の

広いマダイ、ヒラメの�魚種及び磯根資源として全県的に利用されているアワビ、単価が高く移動が少ないことから高い

放流効果が期待されるオニオコゼ、さらに新規対象魚種として近年種苗生産技術が開発され県内漁業における位置づけも

高いアカアマダイを加えた合計�種を対象種として取り上げる。

栽培漁業の展開に当たっては、県下の全域で取り組む必要があることから、県、�島根県水産振興協会（以下「指定法

人」※注�という。）を中心に漁業者、漁業団体、市町村が一体となった体制が整えられており、今後は、本計画に基づ

き、栽培漁業を更に計画的かつ効果的に推進することとする。

第� 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針

� 種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成

栽培漁業対象種の選定に際しては、社会経済的な要請、資源生態等既存の知見、種苗生産技術開発の進捗状況等を

十分検討するとともに、種苗生産・中間育成施設の能力を踏まえ、対象種の絞り込みを行う。

栽培漁業の展開に際しては、関連技術の開発、事業規模での効果の実証及び普及を計画的に実施し、それらの結果

を踏まえた適切な進行管理体制を整備していくこととする。

第�����号 平成��年�月�日 (��)

特殊肥料
指 定 名

生産（輸入または
販売）届出業者

肥料の名称 検 査 の 結 果 備 考

石こう 大福工業株式会社 エスプラス

����� !""#、����� �""#、

���� ��""#、���$ %�""#、

	
�$ %�""#、���� �!""#、

��% ��""#、���� !$""#
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また、放流した種苗は、放流対象水域において天然の水産動物と混合するので、疾病防除に努めるとともに、生態

系、遺伝的多様性※注�に対する影響などに配慮することとする。

さらに、栽培漁業の有効性を検証する必要があることから、投入される費用に応じた効果又は資源量の増加が期待

できる計画的な栽培漁業の実施に努めることとする。

� 栽培漁業の推進体制

県及び指定法人は、種苗生産の安定及び増大並びに効率的な放流技術の開発向上に努め、放流効果の発現を図るこ

ととする。

種苗の中間育成及び放流は、指定法人が中心となり、漁業者の参画のもとに実施する。

指定法人は、放流効果実証事業※注�を実施し、放流効果の展示に努める。

県、市町村、漁業団体は指定法人の実施する中間育成及び放流並びに放流効果実証事業を支援する。

県は、中間育成をより効率的に進めるため、中間育成施設の集約・拠点化を支援する。

� 栽培漁業対象種に関する放流後の管理の促進

放流後の資源管理については、マダイやヒラメを対象とした島根県広域回遊資源管理計画※注�やアワビを対象とし

た地域重要資源管理計画※注�を遵守するものとする。

また、栽培漁業対象種のために造成した増殖場を有効に活用するなど水産基盤整備事業との連携によって効率的な

事業の展開を図る。

なお、種苗の育成と放流に当たっては、沿岸における漁業の操業、公共事業の計画及び実施、船舶の航行等につい

て十分配慮し尊重するものとする。

第� 種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類

種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類は以下のとおりとする。

なお、国等で新たに技術が開発された種類については、本県の海域特性や栽培漁業対象種としての適性を踏まえた上

で導入の検討を行うものとする。

魚 類…マダイ、ヒラメ、オニオコゼ、アカアマダイ

貝 類…アワビ

第� 水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標

平成��年度における水産動物の種類ごとの種苗の放流数量及び放流時の大きさの目標は次のとおりとする。

第� 放流効果実証事業に関する事項

� 放流効果実証事業の対象とすべき水産動物は次のとおりとする。

魚 類…マダイ、ヒラメ

� 放流効果実証事業に関する魚種ごとの指標は次のとおりとする。

種類…マダイ

第����	号 平成�
年�月�日(��)

区 分 魚 種 名 放 流 数 量 放流時の大きさ

魚 類

貝 類

マダイ

ヒラメ

オニオコゼ

アカアマダイ

アワビ

�����千尾


��千尾

���千尾

��千尾

	��千個

全長 
�㎜

全長 �㎜

全長 	�㎜

全長 ���㎜

殻長 ��㎜

区 分 指 標

放 流 尾 数 �����千尾

放 流 時 期 �月～�月

放 流 時 の 大 き さ 全長
�ミリメートル
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種類…ヒラメ

第� 特定水産動物育成事業※注�に関する事項

放流効果実証事業の結果、特定水産動物育成事業の実現が可能と認められる魚種にあっては、当該事業への移行に努

めるものとし、その場合においては、関係する機関と十分協議するものとする。

第� 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発水準の目標及び解決すべき技術開発上の問題

点並びに技術開発水準の到達すべき段階は次のとおりとする。

� 種苗生産の技術水準の目標

� 解決すべき技術開発上の問題点

解決すべき技術開発上の問題点は次のとおりとする。

� 技術開発水準の到達すべき段階

第�����号 平成��年�月	日 (�
)

成育の助長に関する

協 力 の 要 請 内 容
全長��センチメートル以下の個体の再放流

経 済 効 果 の 把 握 市場における放流魚の水揚げ状況の調査を行う。

経済効果の普及方法
市場調査から得られた結果をとりまとめ、資料を関係漁業者に配布するとともに、説明会又

は検討会を開催し普及に努める。

区 分 指 標

放 流 尾 数 ���千尾

放 流 時 期 �月～�月

放 流 時 の 大 き さ 全長��ミリメートル

成育の助長に関する

協 力 の 要 請 内 容
おおむね全長
�センチメートル以下の個体の再放流

経 済 効 果 の 把 握 市場における放流魚の水揚げ状況の調査を行う。

経済効果の普及方法
市場調査から得られた結果をとりまとめ、資料を関係漁業者に配布するとともに、説明会又

は検討会を開催し普及に努める。

魚 種 名
立方メートル

当りの生産数量
種苗の平均の大きさ 種苗の生産回数

マダイ

ヒラメ

オニオコゼ

アカアマダイ

アワビ


����尾

�����尾


����尾

���尾

�����個

全長��ミリメートル

全長
�ミリメートル

全長
�ミリメートル

全長��ミリメートル

殻長��ミリメートル

回／年

回／年

回／年

回／年

回／年

水産動物の種類 技 術 開 発 上 の 問 題 点

マダイ

ヒラメ

オニオコゼ

アカアマダイ

アワビ

放流技術

無眼側着色魚の出現防止、選別技術の向上、優良親魚養成、放流技術

採卵技術、飼育技術、放流技術

親魚確保、採卵技術、種苗生産技術、中間育成技術、放流技術

中間育成技術、放流技術
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（注）上記の技術開発の段階を示す符号は以下の分類による。

Ａ…新技術開発期

種苗生産の基礎技術開発を行う。

Ｂ…量産技術開発期

種苗生産の可能な種類について量産技術の開発を行う。

Ｃ…放流技術開発期

種苗の量産技術の改良を行うとともに、放流による効果を得る上で、最も適した時期、場所、サイズ、手法

の検討を行う。

Ｄ…事業化検討期

対象種の資源量、加入量を把握し、資源に応じた放流数量を検討するとともに、受益の範囲と程度を把握す

る。

Ｅ…事業化実証期

種苗の生産・放流体制を整備した上で、放流による効果を実証し、経費の低減を図るとともに、効果に応じ

た経費の負担配分を検討する。

Ｆ…事業実施期

持続的な栽培漁業が成立する。

第� 水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項

種苗の効率的資源添加を図り、放流効果を最大限に発現させるため、次の事項に留意し調査を実施する。

� 種苗放流事業を行う者は、放流効果の適切な把握ができるよう、可能な限り標識を付して放流するものとする。し

かし、魚種によっては外見上明らかに放流魚と判断できる特徴を有するものもあり、それらの種類にあっては、その

判断基準を明らかにした上で標識に代えるものとする。また、内部標識等有効な標識の検討を行うものとする。

� 指定法人は県の策定した栽培マニュアル※注�に従い、放流効果実証事業を行う。

� 指定法人は放流効果実証事業を実施するに当たり、各漁協の職員等を対象に調査指導員及び調査員を育成する。

� 県は、放流効果実証事業から得られた結果を基に、より効果的な放流水域、時期、放流する水産動物の数量等を次

の放流計画に反映させて適切な進行管理に努めることとする。

� 県及び指定法人は、放流効果調査の結果を島根県水産振興審議会に報告するとともに、広く関係漁業者にも示すも

のとする。

� 県はマダイ、ヒラメ等、県の範囲を越えて移動する栽培漁業対象種については、県をまたがる広域な協議会等で策

定した計画に基づき共同調査を行うこととする。

第� その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項

� 県及び指定法人は、栽培漁業の技術水準の向上を図るため、国、独立行政法人水産総合研究センター、他の都道府

県の関係機関及び指定法人はもとより、社団法人全国豊かな海づくり推進協会、社団法人マリノフォーラム��等の全

国団体と緊密な連携を図るものとする。

� 県の定める基本計画及び毎年度の栽培漁業実施計画その他本県栽培漁業の推進に関する事項については、学識経験

者、市町村、漁業協同組合等を構成員とする島根県水産振興審議会で協議する。

第�����号 平成��年	月�日(�
)

魚 種
基準年における平均

的技術開発段階

��年度における技術

開発段階

マダイ

ヒラメ

オニオコゼ

アカアマダイ

アワビ

Ｅ

Ｅ

Ｃ

―

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ａ

Ｅ
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� 県は、県が実施する水産業改良普及事業及び試験研究事業を通じて栽培漁業に関する技術の普及を促進する。

また、栽培漁業の進め方、放流種苗の保護育成の必要性について漁業者、遊漁者の理解と協力を得るため、関係団

体と連携を取りながら啓発普及する。

� 県は、栽培漁業の一層の定着、進展を図るため、種苗生産技術が確立し、かつ放流による経済効果が実証された魚

種については、関係漁業者による自主的な生産、放流へと誘導する。

� 県は、期待した効果が得られない魚種について、当該魚種の種苗の生産及び放流並びに育成に関する計画を見直す

ことができるものとする。

※注� 指定法人

県の栽培漁業基本計画において放流効果実証事業に関する事項を定めたときに、水産動物の種苗の放流を行おうとす

る公益法人（民法第��条）であるものを、都道府県で�つに限り指定することができる。

※注� 遺伝的多様性

集団の遺伝子レベルにおいて、変化に富んでいる度合いをいう。海の魚は�尾当たりの産卵数が多く、少数の親魚か

ら生まれた稚魚を放流した場合、遺伝的な偏りが指摘されているため、人工種苗を放流する際に天然に生息している遺

伝的多様性を損なわないように、多様な遺伝的組み合わせを持った種苗を生産し放流する必要がある。

※注� 放流効果実証事業

水産動物の種苗の放流による経済効果を実証するとともに、その成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。

※注� 島根県広域回遊資源管理計画

マダイ・ヒラメを対象とした資源管理計画で、平成�年度に策定された。マダイ�	㎝以下、ヒラメ�
㎝以下の再放流

や網目制限、禁漁区の設定などが盛り込まれている。

※注� 地域重要資源管理計画

アワビ・サザエを対象とした資源管理計画で、平成元年から�年度にかけて県内��地区で策定された。禁漁区の設定

や操業時間の制限、潜水の禁止などが主な内容となっている。

※注� 特定水産動物育成事業

特定水産動物（県の栽培漁業基本計画において定める）の種苗の放流及び育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業

協同組合連合会が事業主体となり、一定の水面を育成水面として定め、関係漁業者に対して育成管理の義務を課すこ

と。

本制度では、種苗の生産・放流に経費がかかるが、特定水産動物を採捕する組合員以外からは利用料を徴取すること

ができるため、栽培漁業を経済的に自立運営できるとの考え方が前提となっている。

※注� 栽培マニュアル

平成年、県が種苗輸送、中間育成、種苗放流、市場調査の手法をとりまとめたマニュアル本。

� � � � � � � � 	
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公職選挙法（昭和�	年法律第�

号）第��条第�項の規定により、平成��年�月��日執行予定の松江市長選挙について

次のとおり開票区を設けたので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

第����	号 平成��年�月日 (�	)

市町村名 開票区名 区 域

松江第�投票区、松江第�投票区、松江第�投票区、松江第�投票区、松江第�投票区、

松江第�投票区、松江第�投票区、松江第投票区、松江第�投票区、松江第�
投票区、

松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第�	投票区、
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公職選挙法施行令（昭和��年政令第��号）第��条第�項及び第�項第�号、漁業法施行令（昭和��年政令第��号）第	

条の規定により準用する公職選挙法施行令第��条第�項及び第�項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和

�
年政令第��号）第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第��条第�項及び第�項第�号の規定により、不在者投

票を行うことができる施設を次のとおり指定した。

平成�年�月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

第�

�号 平成�年�月�日(
)

松江市

松江市松江

開票区

松江第
投票区、松江第�投票区、松江第�投票区、松江第�投票区、松江第��投票区、

松江第�投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�
投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�
投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�
投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、松江第��投票区、

松江第�投票区

松江市鹿島

開票区

鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、

鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、鹿島第�投票区、鹿島第	投票区、鹿島第�投票区、

鹿島第投票区、鹿島第�投票区、鹿島第�投票区

松江市島根

開票区

島根第�投票区、島根第�投票区、島根第�投票区、島根第�投票区、島根第�投票区、

島根第�投票区、島根第�投票区、島根第�投票区、島根第	投票区、島根第�投票区、

島根第投票区、島根第�投票区

松江市美保

関開票区

美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第

�投票区、美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第	投票

区、美保関第�投票区、美保関第投票区、美保関第�投票区、美保関第�投票区、美保

関第�投票区、美保関第�投票区、美保関第
投票区、美保関第�投票区、美保関第�投

票区、美保関第�投票区、美保関第��投票区、美保関第�投票区

松江市八雲

開票区

八雲第�投票区、八雲第�投票区、八雲第�投票区、八雲第�投票区、八雲第�投票区、

八雲第�投票区、八雲第�投票区

松江市玉湯

開票区

玉湯第�投票区、玉湯第�投票区、玉湯第�投票区、玉湯第�投票区、玉湯第�投票区、

玉湯第�投票区

松江市宍道

開票区

宍道第�投票区、宍道第�投票区、宍道第�投票区、宍道第�投票区、宍道第�投票区、

宍道第�投票区、宍道第�投票区、宍道第�投票区、宍道第	投票区、宍道第�投票区、

宍道第投票区

松江市八束

開票区

八束第�投票区、八束第�投票区、八束第�投票区、八束第�投票区、八束第�投票区、

八束第�投票区、八束第�投票区、八束第�投票区

施 設 の 名 称 所 在 地 指定年月日

出雲市民リハビリテーション病院 出雲市知井宮町���番地 平成�年�月�日
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公職選挙法施行令（昭和��年政令第��号）第��条第�項及び第�項第�号、漁業法施行令（昭和��年政令第��号）第	

条の規定により準用する公職選挙法施行令第��条第�項及び第�項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和

�
年政令第��号）第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第��条第�項及び第�項第�号の規定による不在者投票

を行うことができる施設について、次のとおり変更があった。

平成�年�月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

��������	
�����

公職選挙法（昭和��年法律第��号）第
条第�項第�号に規定する施設として指定した旨、松江市選挙管理委員会か

ら報告があったので、同条第�項の規定により告示する。

平成�年�月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

第�

�号 平成�年�月�日 (�)

施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
変更事項 変 更 後

名 称 所 在 地

鹿島病院
八束郡鹿島町大字名分���番
地�

施設の所在地
の表記

松江市鹿島町名分���番地�

玉造厚生年金病院
八束郡玉湯町大字湯町�番地
�

施設の所在地
の表記

松江市玉湯町湯町�番地�

医療法人同仁会こなんホスピ
タル

八束郡宍道町大字白石��番
地�

施設の所在地
の表記

松江市宍道町白石��番地�

養護老人ホーム慈光苑
八束郡島根町大字大芦����番
地

施設の所在地
の表記

松江市島根町大芦����番地

特別養護老人ホームあとむ苑
八束郡鹿島町大字北講武���

番地�

施設の所在地
の表記

松江市鹿島町北講武���番地�

特別養護老人ホームゆうなぎ
苑

八束郡島根町大字大芦����番
地

施設の所在地
の表記

松江市島根町大芦����番地

特別養護老人ホーム美保の里
八束郡美保関町大字片江��番
地

施設の所在地
の表記

松江市美保関町片江��番地

特別養護老人ホームやくも光
陽の里

八束郡八雲村大字東岩坂��


番地
施設の所在地
の表記

松江市八雲町東岩坂��
番地

特別養護老人ホームゆめハウ
ス

八束郡宍道町大字西来待���

番地�

施設の所在地
の表記

松江市宍道町西来待���番地�

老人保健施設ケアセンター喜
南

八束郡宍道町大字白石��番
地�

施設の所在地
の表記

松江市宍道町白石��番地�

仁多福祉会立養護老人ホーム
玉峰苑

仁多郡仁多町大字亀嵩���番
地�

施設の所在地
の表記

仁多郡奥出雲町亀嵩���番地�

特別養護老人ホームむらくも
苑

仁多郡横田町大字稲原��番地
�

施設の所在地
の表記

仁多郡奥出雲町稲原��番地�

身体障害者療護施設コスモス
仁多郡横田町大字稲原��番地
�

施設の所在地
の表記

仁多郡奥出雲町稲原��番地�
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公職選挙法（昭和��年法律第���号）第���条第�項第�号に規定する施設を変更した旨、松江市選挙管理委員会及び奥

出雲町選挙管理委員会から報告があったので、同条第�項の規定により告示する。

平成�	年�月
日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

第�����号 平成�	年�月
日(��)

施 設 の 名 称 所 在 地 指定年月日

宍道農村環境改善センター 松江市宍道町上来待���番� 平成�	年�月�日

変 更 前 変 更 後 変 更
年月日施 設 の 名 称 所 在 地 施 設 の 名 称 所 在 地

松江市総合体育館 松江市西川津町���番地 松江市総合体育館
松江市学園南�丁目��番
�号

平成��年
��月�日

島根町老人福祉セン
ター

八束郡島根町大字大芦��	

番地
大芦老人福祉センター

松江市島根町大芦��	番
地

平成�	年
�月�日

加賀老人福祉センター
八束郡島根町大字加賀����

番地
加賀老人福祉センター

松江市島根町加賀����番
地

平成�	年
�月�日

美保関町老人福祉セン
ター

八束郡美保関町大字七類
���番地�

美保関老人福祉セン
ター

松江市美保関町七類���

番地�

平成�	年
�月�日

日吉ふれあい会館
八束郡八雲村大字日吉���

番地�

松江市日吉ふれあい会
館

松江市八雲町日吉���番
�

平成�	年
�月�日

八雲村構造改善セン
ター

八束郡八雲村大字西岩坂
���番地�

八雲構造改善センター
松江市八雲町西岩坂���

番�

平成�	年
�月�日

八雲村社会福祉セン
ター

八束郡八雲村大字西岩坂
��番地�

松江市八雲社会福祉セ
ンター

松江市八雲町西岩坂��

番�

平成�	年
�月�日

仁多町立町民体育館
仁多郡仁多町大字三成���

番地�
奥出雲町立町民体育館

仁多郡奥出雲町三成���

番地�

平成�	年

�月�日

亀嵩基幹集落センター
仁多郡仁多町大字亀嵩����

番地�
亀嵩基幹集落センター

仁多郡奥出雲町亀嵩����

番地�

平成�	年

�月�日

仁多町立農村環境改善

センター

仁多郡仁多町大字三成��

番地

奥出雲町立農村環境改

善センター

仁多郡奥出雲町三成��

番地

平成�	年

�月�日

仁多町高齢者等活動・

生活支援促進機械施設

（布勢コミュニティセ

ンター）

仁多郡仁多町大字馬馳�番

地�

奥出雲町高齢者等活

動・生活支援促進機械

施設（布勢コミュニ

ティセンター）

仁多郡奥出雲町馬馳�番

地�

平成�	年

�月�日

仁多町立婦人・若者等

活動促進施設（あいコ

ミュニティセンター）

仁多郡仁多町大字下阿井

��番地�

奥出雲町立婦人・若者

等活動促進施設（あい

コミュニティセン

ター）

仁多郡奥出雲町下阿井�

�番地�

平成�	年

�月�日

横田町コミュニティセ

ンター

仁多郡横田町大字横田��	

番地

横田コミュニティセン

ター

仁多郡奥出雲町横田��	

番地

平成�	年

�月�日
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